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基発0．329第3号
●

平成25年3月29日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労働保険適用関係事務処理手引・労働保険料算定基礎鯛査実施要領
の改訂について

労働保険の適用及び労働保険料算定基礎調査の事務処理については､平成12年

3月31日付け労働省発徴第35号｢『労働保険適用関係事務処理手引・労働保険
料算定基礎調査実施要領』の改訂について』により取り扱ってきたところであるが、
今般､本手引を別添のとおり改正したので､事務処理に遺漏なきよう配慮されたい。

なお、上記通達は、平成25年3月31日をもって廃止する。
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労働保険適用関係事務処理手引

労働保険料算定基礎調査実施要領
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本通達において引用した法令の略贈は、次のとおりである。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号）
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和〃年政令第
46号）

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働
省令第8号）

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律（昭和“年法律第85号）

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の
整備等に関する省令（昭和47年労働省令第9号）

労働者派遣事業の適正な運営の砿保及び派遣労働者の保護等に関
する法律（昭和60年法律第88号）

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号）

O徴収法

O徴収令

一
一
。
一
一

○徴収則
一
一

O労災保険法

O整備法

一
一

一
一

O整備省令
一
一

O労働者派遣法 ＝＝

O石綿救済法 ＝＝

｡

の

－．7‘-．



11

’
｜
I

l
l

’
I

了
I| ，
| ’

第1編

適用関係事務 ’

’

6

’

+
1

↓

i l
q

↓ ’
1

1

4

1

1

：

’ 1
』

F

『 I
F も

i
l

l
ト l

l

I

1

I

i

l
‐

Ｌ

７

Ｉ

Ｐ

Ｉ

Ｉ

ｐ

Ⅱ

Ｉ

９

ｑ

■

０

Ｊ

卜

』

０

０

『

■

１

０

■

０

８

１

１

，

１

１

■

０

Ｉ

０

Ｉ

Ｉ

Ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

９

１

９

ジ

－．9・・・

手

l I
l

１１

１



第1章 労働保険適用関係事務処理

第1 労働保険適用関係申請書等に係る通則事項
●

1 労働保険適用関係申鯖書等の受付事務
事業主等より労働保険適用関係申請書等（以下「申請書等」という｡）が提出された
ときには、直ちに所定の受付日付印を明瞭に当該申諮書等の余白欄に押捺すること。

また、提出された申請書等については、次項による審査を迅速かつ的確に行うとと

もに、内容に不備等がある場合には、所要の手続をとること。

2申鯖害等の共通的審査

（1）労働基準監督署・公共職業安定所における審査事項

労働基準監督署（以下「監督署」という｡）又は公共職業安定所（以下「安定所」
という｡）における申請書等の審査に当たっては、次の事項に留意すること。

また、申舗書等については1ヶ月以内に処理することを原則とするが、 1ヶ月を

経過しても処理できない事案については、申請人等にその理由等を適宜通知するこ

と。

なお、内容からみて、紛争が生じることが予想されるような事案については、審
査の段階において都道府県労働局（以下『労働局」という｡）に報告し、また、労働

局は、必要に応じ本省に書面にて報告し、処理方法等を含めて十分協溌の上、適切

な事務処理に努めること。

〔審査事項〕

①記載事項の細部についての審査は､申請書等を労働局に送付する際､当該適用徴
収主務課(割において書面審査により事務を処理することを主眼として行うこと

とじ、以下の点に留意すること。

ア管轄の事業場に関するものであるか、また､所掌する事務についての申調書等

・である狐

イ申請書等は、必要部数が提出されている力毛

ウ事業主印、労働保険事務組合（以下「事務組合」という｡）印等を押印する必

要がある場合について、当該印が指定の箇所に押印されている恥なお､事業主

自ら署名した場合は、押印の必要はない。

エ 「事業主」欄が代理人の場合は、 「代理人選任届」が提出されている力も

オ主要な記載事項について、記載漏れはないれ． 、

力申請書等に期限の定めがある場合には､ ．所定の期限内に提出されているか。

キ申請書等に書類を添付して提出することとなっているものについては､所定の

書類が添付されているか。 ．

②所定事項の記載漏れ、記載内容が不明な事項については、聴取又は調査（電話、

照会用紙による照会又は当該事業を訪問しての実地調査)を行い､その内容につき

朱書きし補正するか、あるいは、 「調査謝等を申請書等に貼付して、内容が明ら

－11－



かとなるよう処理すること。

③審査の結果､意見を付することとなっているものについては､所定欄に意見を簡

明に記載すること。

④申謂書等の「※」印欄幌険関係区分、業種、産業分類等）を記戦すること。

⑤OCR読取欄に記入されている文字については､OCRで読み取れるかをチェッ

クし､読み取れないと思われる文字については､あらかじめ修正等の措置を講じる

こと。

なお、労働局に送付を要する申請書等の決裁に当たっては、申告書等に「労働保

険適用・徴収関係書類送付書」 （適用事務機式8．以下「送付書』という｡）を添付
の上、決裁を受けること。

（2）労働局における審査事項

〔審査事項〕

①監督署又は安定所から送付された書類については､送付書に記載のとおりの書類
が添付されているかを確認し､.原則として書面審査により処理するが､監督署又は

安定所を経由すべき申謂等であるにもかかわらず､それらを経由しないで直接労働
局に提出された申請書等については、当骸申請書等を受理した上で上記（1）①で
示した点について確認すること。 ．

②上記①について不備のある書類については､事業主等に代わって責任をもって補
正できる者が来庁し､即時補正が可能な場合にはその場で補正を依頼し､即時補正

ができない場合には､事業主等に対して、不備事項等を指摘し、その訂正等を促す
ための照会を行う等、所要の処理を行うこと。

③監督署又は安定所を経由しないで､直接労働局に提出された書類については､審
査可能な申請害等は審査の上､決定が可能な申請害等については決定を行う等所定
の処理を行った後、所轄監督署又は安定所に関係書類を送付すること。

ただし､実旗調査を要するもの等については､監督署又は安定所に送付して所要
の処理を行った後､送付させることとして差し支えない。この送付に当たっては、
関係書類に送付書を添付すること。

④記戦内容等に不明な事項がある場合には､事業主等に対し､聴取又は調査(電話
による照会又は当該事業を訪問しての実地調査)を行い、その結果に基づき聴取又

は調査事項を朱書きし補正するか､あるいは､｢調査書｣等を申請害等に添付して、
その内容が明らかとなるようにすること。

⑤OCR競取欄に記入されている文字については､OCRで読み取れるかをチェッ
クし､蔑み取れないと思われる文字については､あらかじめ修正等の措置を講じる
こと。

－12－



第2保険関係成立に係る事務処理

保険関係の成立 ．

（1）保険関係成立届（継続事業)、事務処理委託届

①届出

労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業として保険関係が新たに成立した

場合に､事業主は､当該成立の日から起算して10日以内に｢保険関係成立届」腱

絢を所轄の労働基準監督署長（以下「監督署長」という｡）又は公共職業安定所
長（以下「安定所長」という｡）に提出することとしている。

なお、次の場合も同様とする。
ア個圖加入から事務組合への委託加入に変更した場合 、

ｲ事務組合の委託加入から個易肋ﾛ入に変更した場合

ウ現在委詑している事務組合から他の事務組合に委能換えした場合

②事務処理

ア監督署又は安定所は、届の内容を審査し、労働保険番号、管轄（2）、保険関
係等区分､業種､産業分類､特掲コード等について､必要事項を記入すること。

イ監督署又は安定所は、送付書を作成し、届に併せて労働局に送付すること。

なお、事業主控を事業主又は事務組合に返送すること。

ウ労働局は、監督署又は安定所から送付された届を審査の上、OCRに入力す

ること。

エ上記ウにより労働保険適用徴収システム（以下「システムjという｡）に送信

されたデータに誤りがある場合は、その内容がエラーとしてOCR画面に表示

されるので、データを修正してエラーを解消し、再度送信すること。

オ正常に登記した後､『労働保険適用事業リスト』を適宜出力して保管すること。

③事務処理の留意点

ア当該事業の存在の確認

（ア）成立届の受理に当たっては、下記の事業が存在することが明らかと罷めら

れる事業を除き、事業の存在等に関する客観的確認資料蕊の提示を求め、又
は電話の照会等により、事業の存在及び事業内容を確認すること。

a事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業
b社会保険労務士が当該書類の作成等を行っている事業

c情報等により、存在が明らかな事業

1
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9

※客観的砿認蜜料
・ 事業活動の実績を示す書類（定款、賃金台帳、賃貸借表、損益計算書
等）

・ 税務関係書類（法人設立届出書、法人登記簿謄本等）
・ ・ 社会保険の適用関係書類（社会保険新規適用届割

。 (イ） （ア）の確龍の事務処理の結果､特に事業の存在が疑わしいと考えられる場
合には、実地調査を実施すること。

イ当該事業が、適用事業であるかの確認

（ア）暫定任意適用事業（92ページ参照）に当たらないか、事業の範囲を確認す

ること。

（イ） （ア）の碓認の結果､暫定任意適用事業に該当する場合は、事業主に脱明の

上、唯意加入申請書」の申請を促すこと。

ウ継続事業であるかの砿認

期間の定めがある事業（有期事對である場合は、所轄の監督署長に「保険関
係成立届」 （有期）を提出するよう指導するごと。

エ業種の確認

「事業の概要」欄は、適用される労災保険率等の判断に当たり重要な記載事項

であるので、事業又は作業内容等が具体的に記載されているか、また、 『事業の

種類」欄と一致しているかを砿認すること。

オ保険関係成立後､相当期間を経過して届出があったものについては､保険関係

・が成立した年月日を確認すること。 、

力届出事業が営業所、出張所等の場合（事業場として独立性を有するもの）は、

保険関係区分､業種等を確認の上､その上部組織の継続事業の一括扱いによるよ

う指導すること。

キ届出事業が事務組合に事務処理を委託することが可能な事業である場合には、
事務組合への委託を勧奨すること。

ク届に係る当該事業の概算･増加概算･砿定保険料･一般拠出金申告書(以下｢申
・告書」という｡）の提出の有無を碓認し、未提出のものについては、当該申告書

の提出を指導すること。

、

●
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④ 労働保険番号の構成

○労働保険番号の構成は、次のとおりとする。

枝番号

俳､

OOO

(3桁）

管轄（1）

一・
OO

（2桁）

基幹番号

一へ一一

OOOOOO

（6糊

都道府県

月弓
○○

（2柵

獺
尚
○
棚

○保険関係等区分の構成は、次のとおりとする。

O特掲コード

－16－

項目
ｑ
ｊ
ｊ 行数 コード コードの説明及鯛 随入例

保
．
険
関
係
等
区
分

保険関係 1

1

q■‐ーq■ー｡‐‐‐‐‐｡■

3

の●‐の｡●●｡●●■bO■■

5

U■q■●●●4■q■I■4■q■‐q■■

7

一元適用事業で、労災保険と雇用保険の
両保険に係る保険関係が成立している事

業
■ローーロ■‐ー一一q■一一口q■｡●●－－－q■｡一一q■‐‐争●●●●●●q■●●‐｡◆一一○一一‐ーq■ロ4■【＝。●の二つ仁．q

一昴演用事業で、労災保険に係る保険関

係のみが成立している事業
■｡q■｡●ゆ●｡｡◆●●●●●●｡｡q■｡■ロー‐4■｡｡‐‐｡●●●｡●●4■●●‐‐‐‐‐●今一一今一一q■‐ロ1■‐q■ロロ｡■

滴用事業で、雇用保険に係る保険関
■■■■■

一元

係のみが成立している事業
■q■■し●｡●U■‐‐ロー‐■ロー‐q■｡■し｡｡｡｡一一－－－－－－－‐‐●●■､｡●‐q■ロー‐－－＝｡■‐‐

二元適用事業 ．
eｰ●q■一q■｡■■し－0■■

適用種別 1

1

■
●
一
●
■
ロ
ロ
●
の
今

３
－
５
－
７

●
ロ
●
●
●
の
●
ロ
●
中

継続事業

,看溺毒蕊.~……~…~…~………..~~…俺……~……“
■4■‐｡●●●●●●●●●●●●｡●ローロ

括有期事業一

■し‐‐■I■P‐‐｡d■‐‐｡｡●‐4■■ﾚｰｰ●●一●｡●q■4■■し｡‐■､一一■■‐‐ローq

■‐‐ー‐●‐‐‐‐ローq■‐ロー‐｡‐‐一---4■q■q■q■－4■ー‐･の●つ●●●●｡ー●｡●●●の●－つ‐‐正二つ汀二二

人親方、家内労働者等の特別力叺団体一

事務処理 1
■
■

。
の
一
一
一
●
●
●
●

１
－
３
－
５

口
●
●
●
口
Ｐ
●
●
●
●

当該事業で行つ
り◆●●●●●｡●●｡｡●●｡●●■●●●●－

ているもの
●｡●｡‐由1■‐｡●‐･■､‐ロー一口一一一一一一一｡■‐‐●●‐｡■しロー■

当該鰯組合で一括して行っているもの
■‐｡■‐ー一一ー一ー一一‐‐q■｡｡‐｡q■‐｡■‐一｡■q■‐■■q■■q■q■q■■■●‐‐｡‐q■｡‐‐‐■■■■一ーq■‐‐‐●‐‐‐q■●‐■

事務組合で個別事業毎に行っているもの

※保険関係等区分

●
●

●
●
●
●

“6”､316嘘のとき）

●

●

▼

両保険適用

｝
●
●
●

●

8●。

（
項
副
）

●■●●●

…･･令継銃事業

…●
~

個別処理11 1

特掲コード 1

1

3

5

…’M咋塞ﾛｰ巧凹gノ画醒手奉

雇 における．…祷葆濠..…….…謹溌あ毒蕊襄蔭そ蒋感螺.….…
､｡■■■-口‐●‐‐‐｡ーローーロq■■■一口■■■■一■■ー‐■■■■‐‐‐ー■■■■‐＝ー■■‐ーq■q■‐‐口

雇用保険における特掲事業のう
q■‐＝の■■－■■－－－●cc－－つ－－－－－q■－－－■

ち建段の事業
b○‐■d■d■●●●‐‐‐‐｡■‐｡●●の‐口｡■一‐‐｡●ローーー●ロローーロー●‐ロ●●●●●q■｡｡‐●●‐ーq■‐ロ4■｡■ｰ｡‐●●｡■‐●■b4■●□

労災保険のみに係る事業については､スペースと

する、



（2）保険関係成立届（一括有期事業）

①届出

労災保険の適用事業として保険関係が新たに成立した場合に、事業主は当該成
立の日から起算して10日以内に「保険関係成立届」 （繩）を、有期事業を一括

する事務所(以下『一括事務所jという｡）の所在地を管轄する監督署長に提出す
ることとされている．

※継続事業と有期事業の違い

『継続事業」とは、事業の期間が予定されていない事業をいい、例えば、一
般の工場、商店、事務所等がこれに該当する。

「有期事業」とは、事業の期間が予定されている事業、すなわち、事業の性
質上一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業をいい､例えば、
建築工事、ダムエ事、道路工事などの建設の事業、立木の伐採等の林業の事業
などがこれに該当する。

※一括有期事業とは

同一事業主が年間を通じて一定規模以下の建設事業や立木の伐採事業を一
定地域内で行う場合には、それぞれの事業をまとめて一つの保険関係で処理す
ることとしている。

②事務処理

ア監督署は、届の内容を審査し、労働保険番号、保険関係等区分、業種等につ
いて、必要事項を記入すること。

イ監督署は、送付書を作成し、届に併せて労働局に送付すること。なお、事業
、 主控を事業主又は事務組合に返送すること。

ウ労働局は、監督署から送付された届を審査の上、OCRに入力すること。

エ上記ウにより、システムに送信されたデータに誤りがある場合は、その内容

がエラーとしてOCR画面に表示されるので、データを修正してエラーを解消
し、再度送信すること。

オ正常に登記した後､『労働保険適用事業リスト｣を適宜出力して保管すること。

③事務処理の留意点（関連:P94第2章の第2の2(1))

アー括有期事業として取扱いができるか否かについては、欲の要件を具備して

いるかにより判断すること。

（ア）事業主が同一である力も

（イ）それぞれの事業が有期事業であるか。
（ウ）それぞれの事業の規模が、次のいずれかに該当している力諮

a建設の事業にあっては、概算保険料の額に相当する額が160万円未満で

あり、かつ、請負金額が1億9,000万円未満

b立木の伐採の事業にあっては、概算保険料の額に相当する額が160万円

未満であり、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満

（＝）それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ

ているか。なお、 1保険年度において、複数の事業を行うことが予定され

ている場合は、これに該当するものとして取り扱う。

（オ）それぞれの事業が、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、労災保

●
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険に係る保険関係が成立する事業であるか。

(力）それぞれの事業が、 「労災保険率表」による事業の種類を同じくするかb
なお、事業の種類が異なっていても、事業主が希望した場合には、主たる

事業の種類に係る保険関係成立の手続を行い、主たる事業以外の事業につ
いては、主たる事業を含めて一括して－の保険関係として取り扱うことが

・できる。

(キ）それぞれの事業に係る保険料の納付事務が、一の事務所で取り扱われて(キ）

いるか。

P
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（ク）機械装置の組立て又はすえ付けの事業以外の事業にあっては、それぞれ

の事業が一括事務所の所在地を管轄する労働局と隣接する労働局の管轄区
域（厚生労働大臣が指定する労働局の管轄区域を含む｡）内で行われている

か⑤

イ以下の通り提出すべきものがあるこどを説明すること。

（ア）毎月提出を要するもの

◇一括有期事業開始届・ ・ ・一括される有期事業を開始した日の属する
月の翌月10．日までに提出

）年度更新のとき又は有期事業の一括を終了し、保険関係が消滅したとき

に提出するもの

◇申告書

◇一括有期事業報告書（一括有期事業のみ）

◇一括有期事業総括表（一括有期事業のみ）

※保険関係が消滅したときは、消滅した日から50日以内に提出

(イ）

、

P

、
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＜一括できる労働局の管轄区域一覧表＞

篝議鶴
海道1W

森県､

‘手鰹

青森県

北海道岩手県秋田県

青森県宮城県秋田県

岩手県秋田県山形県福島県

青森県岩手県宮域県山形県

宮城県秋田県福島県新潟県

宮域県山形県茨城県栃木県群馬県新潟県

福島県栃木県群馬県埼玉県千業県東京稲神奈川県

福島県茨域県群馬県埼玉県壬主星東京稲塾至』1塁

福島県茨域県栃木県埼玉県王室豊東京稲紳奈川県新潟県長野県

茨城県栃木県群馬県千莱県東京都神奈川県山梨県長野県静岡県

茨猿県栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県藤岡県

茨城県極木県群馬県埼玉県千莱県神奈川県山梨県静岡県

茨城県栃木県墜塁塁錘玉里壬鑿塁東京都山梨県静岡県
山形県福島県群馬県東京稲富山県長野県

新潟県石川県長野県岐阜県

術山県福井県岐阜県

石川県岐阜県滋賀県京都府

埼玉県東京都神奈川県長野県静岡県

群馬県埼玉県新潟県寓山県山梨県岐阜県静岡県愛知県

富山県石川県福井県長野県愛知県三賦県滋焚県

埼玉県チ葉県墓哀遜神奈川県山梨県長野県愛知県
長野県岐阜県静岡県三重県

妓阜県愛知県滋賀県京都府大阪府兵庫皇奈良県和歌山県

福井県岐阜県三近県京都府大阪庵兵庫県奈良県

福井県三砿県滋賀県大阪府兵庫県奈良県和歌山県‘蝿J艮塁岡山県

三里塁堂塑塁京都府兵肌県奈良県和歌山県型哩岡山駐徳島県香川県
三重県滋賀県京都府大阪府奈良児和歌山県鳥取県岡山県徳陽蝋香川県

三垂県滋賀県京都府大阪府兵庫駐和歌山県

三重県京都府大阪府兵庫墓奈良県徳島県

京都府兵庫県島根県岡山県広島県

鳥取県岡山県広島県山口県

京都府大阪府兵庫県鳥取県島根県広島県蚕川県愛媛蛭

鳥取県島根県岡山県山口県香川県愛嫁県

島提県広島県愛媛県福岡塁大分県

大阪府兵庫県和歌山県香川県愛媛県商知県

さ返歴兵唾呉週山里座＆塁徳島県愛媛県高知県
岡山県広島県山口県徳島県香川県高知県大分県

徳島県香川県愛蛾県

山口県佐焚県塁壁塁熊本県大分県宣瞳塁座塁壁塁
福岡県長崎県熊杢堤大分駐

福岡県佐賀県熊本県

福岡県佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県

山口県愛姐盤福岡県佐翌塁熊本県宮崎県

熊本県大分県鹿児島県

熊本県宮崎県
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）保険関係成立届（有期事業（一括有期事業を除く)）
①届出

, 労災保険の適用事業として保険関係が新たに成立した場合に《事業主は当該成
立の日から起算して10日以内に腺険関係成立届」 （有期）を、所轄の監督署長
に提出することとされている。

②事務処理

ア監督署は、届の内容を審査し、労働保険番号、業種等を記入すること。

イ労働保険番号は、 「有期事業枝番号振出カード｣又は「労働保険適用事業場台
帳」 （有期事業）に記入の上、付与すること。

ウ届に係る当該事業の申告書の提出の有無を確認し､未提出のものについては、
当該申告書の提出について指導すること。

エ原則として、事務組合に事務処理を委詑させないように指導すること。ただ
し、事業主の事務処理能力等からみて、必要と認められるものについては、こ
の限りでない。

オ監督署は、送付書を作成し、届に併せて労働局に送付すること。なお、事業
主控を事業主又は事務組合に返送すること。

力労働局は、監督署から送付された届を審査の上、OCRに入力すること。

キ送信されたデータに誤りがある場合は、その内容がエラーとしてOCR画面
に表示されるので、データを修正してエラーを解消し、再度送信すること。

ク正常に登記した後､『労働保険適用事業リスト」を適宜出力して保管すること。

③事務処理の留意点
ア当咳事業の存在の確認

上記と同犠に審査すること。

イ当該事業が有期事業であるかの確認

一括有期事業の要件に該当するものについては、所轄の監督署に「保険関係
成立届』 （継続）を提出するよう指導すること。ただし､既に一括有期事業の取
扱いを受けている事業については、労働保険番号が付与されているので､その
番号を使用し、 「一括有期事業開始届」を所轄の監督署に提出させること。

ウ 「事業の概要」欄の確認
『事業の概要」欄は、適用される労災保険率等の判断に当たり重要な記載事
項であるので､事業又は作業内容､完成工作物等が具体的に記載されているか、
また、 「事業の種類」欄と一致しているか確認すること。

(3）

■『
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＜保険関係成立届（有期）＞
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（4）任意加入申鯖書

①申請

ア労災保険の暫定任意適用事業
労災保険の暫定任意適用事業⑲2.ページ参照）については、事業主に保険加
入の意思があるとき又はこれらの事業に使用される労働者の過半数が加入を希
望するときは、事業主は、都道府県労働局長（以下「労働局長』という｡）に対
し、 『任意加入申謂勧により加入を申繭しなければならない。そして、認可が
あったときに、当該事業に使用される労働者全員について、労災保険に加入す
ることとなり、保険関係の成立日は厚生労働大臣の認可があった日となる。

イ雇用保険の暫定任意適用事業
雇用保険の暫定任意適用事業（93ページ参照）については、これらの事業に
雇用される労働者の2分の1以上の者が加入に同意するときは、事業主は、労
働局長に対し、唯意加入申調書」により加入を申請しなければならない。そし
て、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員について、雇用保険に
加入することとなり、保険関係の成立日は厚生労働大臣の認可があった日とな
る。

また、任意加入の申請をする場合には、労働者の2分の1以上の同意を得た
ことを証明する書類を添えて、提出することとしている。

②事務処理

ア労働保険番号の仮付与等を次により行うこと。

駕圭は事務組合から提出された申請書の内容を審査した後､事業の概要
等を把握の上、保険関係等区分、業種、府県区分等の必要事項を記入し、 「労働
保険番号擬出簿」又は「委能事業主名簿』に仮記載の上、労働保険番号の仮付

・ 与を行うこと。

（安定所）

事業主又は事務組合から提出された申請書の内容を審査した後､事業の概要
等を把握の上、保険関係等区分、業種、府県区分等の必要事項を記入し、委託
加入事業については、 『委詑事業主名鋤に仮記載の上、労働保険番号の仮付与
を行うこと。

なお、個別加入事業についての労働保険番号は、労働局での認可後付与され
た雇用保険事業所番号を使用すること。

イ監督署又は安定所は､送付書を作成し､申諭書に併せて労働局に送付すること。
なお、事業主控を事業主又は事務組合に返却すること。

ウ認可基準塞により審査し、寵可決定を行うこと。

エ認可した事業については､監督署又は安定所において付与した労働保険番号を
記載し、委詑加入事業については、 『委託事業主名簿」に記載すること。
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＜任意加入申舗書＞
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オ事業主又は事務組合並びに監督署又は安定所に対し、 「労働者災害補償保険任
意加入認可」等の所定の様式により、認可通知を行うこと。

力認可したときは､任意加入申請書の「認可年月日」欄に年月日を入力して、O
CRに入力すること。

キ上記力によりシステムに送信されたデータに誤りがある場合は､その内容がエ
ラーとしてOCR画面に表示されるので､データを修正してエラーを解消し､再
度送信すること。

ク正常に登記した後､｢労働保険適用事業リスト｣を適宜出力して保管すること。

審査の留意点
認可基準蕊を満たしているか確認すること。

適用事業に該当している場合には、腺険関係成立届」を提出するよう指導す
ること。

雇用保険の暫定任意適用事業については､労働者の2分の1以上の同意を得た
ことを証明する書類が添付されているか確認すること。

〈任意加入の認可基準
（ア）労災保険の場合 ′
当該事業が保険関係を維持させるだけの実態が認められる場合には､他に
特別の事情が無い限り認可すること。

（イ）雇用保険の場合

※

③
ア
イ

ウ

a任意加入の認可は、暫定任意適用事業の事業主に対して、当該任意適用
事業の業務に従事する者の雇用関係が明砿であるかどうか、事業主が労働
保険関係法令上の蕊務の履行を果たし得るか否かを判断した上、当該事業
に適用事業としての地位を与えようとするものであることから、これらの
点について十分調査をすること。

b暫定任意適用事業の事業主に対しては、次のいずれにも該当する場合に
認可することとする。 ，

また、認可に当たっては、認可の期限を付しても差し支えない（認可に
期限を付した場合は、その事業は期限の到来と同時に当然に適用事業では
なくなる｡)。

(a)当該事業部門において､概ね年間を通じて継続的に事業活動を行って
いること。

(b)労働保険料の納付､諸届の提出､雇用保険被保険者離職証明書の作成
等の事務処理が確実に行われるものであること。
なお、これらの事務処理を事務組合に委託している場合には、この要
件を満たしているものとみなすこと。

(c)雇用関係の存否の判断､賃金の範囲の決定､被保険者期間の計算､就
業状態の確認等が困難でないこと。

－26－
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(d)労働保険料の滞納のおそれがないこと。

(e)事業場の閉鎖を目前に控えたもの、あるいは､近く多数の離職者が発

生することが予定されているもの等雇用保険制度を悪用しようとする

おそれのあるものでないこと。

(f)正当な理由なく社会保険に加入しないものでないこと。

c上記の基準中、 (b)における『事務処理能力」については、当該事業主

が加入している同種の事業を行う者の団体（事務組合の認可を受けている

‘団体を除く。以下｢事業主団体」という｡）があり、その団体が当該事業主
に代わって、雇用保険に関する事務を処理するものである場合には、当該

事業主団体を単位として判断しても差し支えないものとする。

ただし、これらの事業主団体については、できるだけ早期に事務組合の
認可を受けるよう指導すること。

｡

任意加入の認可に当たっての留意事項
認可に当たっては､提出書類の審査のほか､適宜実地翻査を行い､認可基準の
各項目について確認を行うこと。特に、次の点に留意すること。

（ア）雇用関係の存否を判断するに際し､雇用関係の当事者間の契約等をまず把
握すること。

（イ）賃金については、通貨によるもののほか、現物給与による場合もあるが、
現物給与を支給する場合には、申賄時に当該事業主から、範囲、評価額残等
を明確に把握すること。

また､賃金を不当に高く設定し､不当に高い失業等給付を得ようとしてい
ると認められるもの、また､夏期繁忙期に比較して冬期の賃金を低めに定め

る場合があるものについては、認可を保留し、実態を調査すること。

※食事及び住宅の利益については、厚生労働大臣が告示により定めてい
る。

（ウ）当該事業部門が、概ね年間を通じて継続的に事業活動を行うものであるか
否かの確認に当たっては､事業主から説明を求め、必要に応じて事業活動が
継競して行われることがわかる書類を提出させた上で判断すること。さらに
各労働局において、次の各産業､各労働局の実情に応じた具体的な判断基準
を作成し、この基準に照らして通年継続事業活動の有無を総合的に判断する
こと。

a 当該事業部門が、その規模を縮小し、又は事業場を閉鎖することとなる
ことが通例の季節においても、労働者を雇用し事業が継続して行われてい
ると認められること。

b当該事業部門が、その規模を縮小し、又は事業場を閉鎖することとなる
ことが通例の季節においても、必要に応じて直ちに事業を実施し得るよう
に、施設､機器、資材等の維持、保全、碓保が図られていること。

c当該事業部門が､その規模を縮小し､又は事業場を閉鎖することとなる
ことが通例の季節においても、事業場を閉鎖せず、従来の事業活動の一部

④
ァ
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若しくは全部を継続しているか、又は当該期間に限り、当該事業部門にお
いて、別種の事業活動を行っていること。

dその他《各労働局が定める基準(各労働局の実情に応じて定めるものと
する｡）に該当するものであること。

(エ）以上の事務を行うに当たっては､事業主団体を単位として認可基準により
判断するものであるときは、当該事業主団体にも協力を求めること。

イその他

（ア）任意加入の認可を与える際には、離職者に対し職業紹介を行うこと及び紹
介を行ったにもかかわらずこれを拒んだときは､厳格に給付制限を行うもの
であることを十分に周知徹底すること。
なお､紹介を行ったにもかかわらずこれを拒んだときに､給付制限を行う
ことは、一般の加入者の場合と同様である。

（イ）認可が行われた場合には､所定期日までに『事業所設置届｣、「資格取得届」
等の提出を行うよう指導しなければならないが、 「資格取得届」の受理に当
たっては、事業の繁閑、過去の在籍労働者数に注意し、架空名義による資格
取得届を受理することがないよう留意すること。

（ウ）適用した事業の事業主に対しては、事業主の義務を十分に理解させ、不正
な行為があった場合は、認可が撤回される旨を説明しておくこと。

（エ）農林水産業においては、相当数の労働者を雇用している場合を除き、通常
は、事務処理能力が十分でない事業主が多いこと、また、安定所等における
事務処理の簡側上を勘案し、小規模の事業主については､極力、事業主団体
を単位として加入させるよう指導すること。

ウ申請者等から徴する承諾害等
（ア）認可を行う場合には、あらかじめ事業主（事業主団体を単位として認可の
可否の判断を行ったときは、事業主と当咳事業主団体の双方）から、次の書
面（ただし、次のcの書面については事業主団体のみ）を提出させること。

a認可基準に抵触しないように、万全の努力をする旨の承諾書

b認可の基準に抵触するに至ったときは、そのとき以降認可を撤回される
こと、失業等給付に関して偽りの届出、報告、証明を行い、不正に失業等
，給付を受けさせようとしたときその他不正な行為があったときも同様であ
．ること及び認可の申請に際して事実を秘匿する等の不正な行為があった場
合は、認可を遡って取り消されることについて、異畿がない旨の同意書

c潔可に際し、事業主団体を単位として認可基準により判断し、任意加入
を認められたものについては、当咳事業主団体から、労働保険事務を当該
事業主に代わって責任をもって処理する旨の承龍書

d極力離職者の発生を抑制し、やむを得ず離職者が発生した湯合にも、そ
の者に対して安定所の紹介する職業紹介に応ずるよう十分指導する旨の誓
約書

－29－
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(イ）任意加入申謂書の受理等
a任意加入申請書を受理する場合には、申請書のほか、認可を行う場合に
必要な書類を一括して提出させるよう指導すること。

b事業主団体を単位として､認可基準により判断を受けるものについては、
当該事業主団体分を一括して申謂させるよう指導すること。

2保険関係の消滅

（1）保険関係の消滅の定義

①適用事業については､その事業の廃止又は終了の日の翌日に､また､暫定任意適
・ 用事業については、上記の日のほか保険関係消滅申請の認可があった日の翌日に、
その事業についての保険関係は消滅する。停業の一時的休止（すなわち休業）の
場合は、ここにいう廃止ではなく、保険関係は消誠しないので留意すること｡）

②保険関係の消滅の事由は、 「事業の廃止」又は「事業の終了」であるが、いずれ
も、 「事業の消滅」という点においては異なるものではない。ただ、用語上の区分
としては､前者は継続事業､有期事業を問わず、当初の予定にかかわらず中途で事
業を廃止することをいい､後者は有期事業について事業の期間を終了することをい
う。

③なお､単に営業廃止の法律上の手続が完了したときや､請負契約期間が満了した
ときをもって直ちに事業の廃止又は終了とするのは適当ではなく､現に事実上その
事業の活動が停止され､その事業における労働関係が消滅したときをもって事業の
廃止又は終了があったと判断すること。

したがって、例えば､法人が解散したからといって、直ちにその事業が廃止され
たことにはならず､特別の事情がない限りその精算結了の日の翌日に保険関係が消
滅したものとして取り扱うこと。

（2）保険関係消滅に係る事務処理(継続事業(-括有期事象を含む)）
①届出

労災保険又は雇用保険で保険関係が成立している事業が、事業の廃止又は終了
により保険関係を消滅させようとする場合には、申告書を所轄の監督署、労働局
等に事業の廃止又は終了の日から50日以内に提出することとしている。

②事務処理
ア監督署は、送付書を作成し、申告書と併せて労働局に送付すること。
なお、申告書の控えは、事業主へ返却すること。

イ労働局は､監督署より送付された申告害を審査の上､OCRに入力すること。

ウ上記イによりシステムに送信されたデータに誤りがある場合はその内容がエ
ラーとしてOCR画面に表示されるので､データを艤正してエラーを解消の上、
再度送信すること。

エ正常に登記した後、 「労働保険適用事業リスト」を出力の上､保険関係成立届
等の帳票に事業廃止等年月日、事業廃止理由等を記入し、整理保管を行い、適
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用事業の管理、適用把握等に活用すること。

事務処理の留意点

事業廃止年月日、事業廃止理由が記載されているか確認すること。
③ 、｡
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（3）保険関係消裁に係る事溺処理（有期事業（一括有期事業除く)）
①届出

労災保険の適用事業として保険関係が成立している事業（工事）が、事業を廃
止又は終了したことにより保険関係を消滅させようとする場合には、申告書を、
既に申告害を提出した所轄の監督署又は労働局に対し、事業を廃止又は終了した
日から50日以内に提出することとしている。

②事務処理
ア監督署は、送付書を作成の上、申告書を添付し、労働局に送付すること。
なお､申告書の控えは、事業主に返送すること。

イ労働局は､監督署から送付された申告書を審査の上､OCRに入力すること。

ウ上記イによりシステムに送信されたデータに誤りがある場合は、その内容が

エラーとしてOCR画面に表示されるので､データを修正してエラーを解消し、
再度送信すること。

エ正常に登記した後、 「労働保険適用事業リスト」を適宜出力の上、申告書等に

は事業廃止等年月日、事業廃止理由等を記入し、整理保管を行い、適用事業の

管理、適用把握等に活用すること。

③事務処理の留意点

ア事業廃止年月日、事業廃止理由が記載されているか確認すること。

イ還付すべき金額がある場合は、還付請求書が提出されている力確認すること。

0

①

0

P
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酌や

（4）保険関係消滅に係る事務処理（任意加入）
①申請

労災保険又は雇用保険の暫定任意適用事業で保険関係が成立している事業が、
その保険関係を消滅させようとする場合は､申告書及び腺険関係消滅申鯖書｣(以
下『消滅申請書」という｡）を所轄の労働局長に提出することとしている。

②事務処理

ア監督署又は安定所は、送付書を作成し、消滅申論客に併せて労働局に送付す
ること。

なお、当咳申請書の控は事業主又は事務組合へ返送すること。

イ労働局は、監督署又は安定所より送付された消滅申請書を後記③イの（ア）
から（ウ）の認可基準により審査し、認可決定を行うこと。

ウ認可した事業のうち、委託加入事業については、 『委詑事業主名働に所要の
補正を行うこと。

エ事業主又は事務組合及び監督署又は安定所に所定の様式により認可通知を行
うこと。

オ事業主に寵可決定通知を送付する場合は、労働保険番号及び概算保険料の額
を記載した申告書を併せて送付し、その提出を指導すること。

カニにより通知を受けた監督署又は安定所は、 『労働保険番号振出鋤又は「委
託事業主名簿」等にその旨を記載すること。

③事務処理の留意点

ア一般の適用事業に骸当しているか否かの碓爵

イ労働者の同意が得られたことを証明する書類が添付されているか否かの確認。
同意について、労災保険については、

（ア）労働者の過半数の同意を得ているか
． （イ）保険関係が成立してから1年を経過しているか

（ウ）保険関係成立前に発生した業務上の負傷又は疾病であって、保険給付を
受けている事業にあっては､整備法第19条第1項の労働省令で定める期間
を経過しているか

により判断すること。

また、雇用保険については、労働者の4分の3以上の同意を得ているかによ
り判断すること。
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＜労働保険保険関係消滅申請書臘収則様式第27号）＞

穣或蜘号《閲繭偏3条園剛

③
労 働 保 険

保険関係消滅申請書

上麗に虫…･凧用臓険の保険関係の飼麺申創をしきす。

ZS年千月15.B
一派X趣 ）
心津一…）聯

く
く》
》“

OO労働局長段 胤照主

秒

…、
1．記職すべき事項のない楓には、斜録を引9、事項を選択する場合には放遵事頚をOで囲むこと。

2．この中飼寄には、労災保険に係る保険関隠の榊洩の埆合にあっては侭用労働肴の遇半数の閏窓を、履用保険に係る保険関係

の澗歳の魁合にあっては、脳用係険の彼保鯖の4分の3以上の同窓を脚たことを陸卵することがで怠る脊鋼を霞えること。

"p
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0

3任意加入の麗可の取消し及び撤回（雇用保険）

（1）鯉可の取消し

事業主が任意加入の申爾をした際に認可に抵触する事実を隠ぺいし、偽りの申立

てをしたことが明らかとなった場合は、寵可を取り消すこと。認可が取り消された

場合には、その事業は、認可時に遡って任意適用事業でなかったこととなる。

この場合、その事業に雇用されていた被保険者資格又は被保険者でなかったこと

の確認は取り消すこと。また、資格の取り消しに伴い､任意加入期間中の失業等給
付の受給賓格は消滅し､支給した失業等給付があれば､これは不当利得となるので、

善意の労働者（露可が不当であることを知らなかった労働者）には利益の存する限

・ 度において、悪意の労働者幌可が不当であることを知っていた労働者）には受け
たる利益に利息（民法404条により、年5分）を付して、これを返還させること。

（2）麗可の撤回．

①概要

任意加入の認可は、次の②の場合に該当するときは、事業主及びその雇用する

被保険者の同意を必要とせず、職権で撤回することができる。任意加入の認可の
撤回は、将来に向かってその効力を有する。したがって、撤回が行われるまでの
期間については、任意加入の認可は有効に継続しているのであるから、その期間
の被保険者であったことに基づく失業等給付の受給に影響はないので留意するこ
と。

②關可を撤回できる場合 ・
ア撤回権を留保している場合

任意加入の罷可に当たって、一定の条件に該当するときは認可を撤回する旨
の付款が付されている場合は、その条件に該当したときは、任意加入の認可を
撤回することができる。

イ撤回権を留保していないが、従来どおり任意加入の認可を存続させておくと
公益に反することとなる場合

任意加入の認可に当たって、撤回権を留保している場合以外は、原則として
任意加入の鬮可は職梅により撤回することはできないが、任意加入の認可を存
続させておくと公益に反することが明らかな場合は、撤回することができる。
ただし、この撤回を行う場合は、必ず本省の指示を受けるよう留意すること。

③労働局における事務処理
ア認可の取消し及び処分の撤回は、任意適用事業主に対して一方的に通知をし
て行うものであるから、通知書に理由を付し（具体的には「平成0年○月○日
に認可を取り消す」等の旨の記載）事業主に送付すること。また、その事業場
が響需印ﾛ入事業である場合には事務組合へも同椴に送付すること。

イ委託加入事業については「委詫事業主名簿」に所要の補正をすること。

ウ任意加入の認可取消しの場合で、当該事業場が既に保険料を納付している場
合には、当該保険料に係る徴収決定を取り消し、事業主に返還すること。
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④整備

上配③のアにより通知した旨の連絡を受けた安定所ば「労働保険適用事業場
票」及び「労働保険番号振出簿j又は『委託事業主名簿jにその旨を記載する
こと。

0

● ◆

－37－

ｰ

口



4関係踏梯式の処理

（1）労働保険番号握出簿（適用事務様式29）

「保険関係成立届」の受理、任意加入の認可等新たに労働保険関係が成立した個
別加入事業(継続事業)の労働保険番号を振り出す際に届等に基づき作成すること。
したがって、任意加入申鯖書については、労働局に『任意加入申請書」を送付す
る際に、認可が確実と見込まれる事業については、仮記載しておき、認可通知後に
所要事項を記載すること。

ただし、雇用保険に係る任意加入については、労働局で認可後、安定所において
作成すること。

なお、記載されている事業について、名称、所在地等の変更、事業所の廃止等が
あった場合、届等に基づき所要の補正等を行うこと。

＜労働保険番号振出簿＞

労働保険番号銀出簿適用事溺…
弛
一

、

鰹勘
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労働保険脅号

晦県 § “ 琶仲白骨 伐曾号
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（2）霊託事掌主名簿(適用事務様式4）
労働保険料徴収事務を受託している委能事業主についてのみ、事務組合ごとに、

． 「労働保険事務処理委詑届」及び｢保険関係成立届」に基づき作成すること。
なお、委託事業主の氏名、住所等に変更があった場合は、名称、所在地等変更届
等に基づき所要の補正等を行うこと。

●

＜委託事業主名簿＞

委託事業主名簿
4

一

《画

み…ろ．

④

－39－

労“…
暦凧

I

厨寧 轡軸

I

苗幹番号

I III1

…
婁蔀
内 9

＝圭一垂室一生一

聾能享禽租の所在地
》
》

常聞使

鐡鯉
召
ユ

騒

会 罷
年月日

婆酷堺陣

年月日

囲側

…

■用偲俄

事鱗所審号
毎分

特良

枚

● ●

縛拐

彼

O ●

P特園

I技

● ●

特歯

枚

● ●

,特掴

I欲

● ●

● ●

● ●

労特橿

■欲

●
●

、 ●

将拠

枚

●
●

● ●

特個

枚

● ●

財特闘

■柱

● ①

労特掴

■彼

● ●



（3）有期事業基幹番号握出事業場名簿（適用事務様式1）
労働局においては、管轄区域内における過去の建設の事業及び林業の実績等に基
づいて有期事業を行うことが多い事業場を選定し､労働保険番号付与基準に基づき、

労働保険番号のうち基幹番号部分(6糊をあらかじめ付与し､当該名簿を作成し、
所轄の監督署に送付すること。

監督署では、当該名簿に記載されている事業場について有期事業が新規に成立す
る都度､名簿に記載の基幹番号を使用し、 「有期事業枝番号振出カード」により枝番
号を振り出すこと。

<有期事業基幹番号振出

遍用…1

有期事業基幹番号援出事業場名

１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ

１
ｌ
ｌ
Ｉ

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ

Ｉ

U

0

哩凹

－40－

垂幹香号 事 黛 浴 事猿坊の厨在飽 畠便香号 逗 毎 ■聯
五一F

■ 写

（ ）一（
4

《 ）－《
4

（ ル《 》
②

（ ）－《
＃

《 》－（
4

（ ）－（
4

《 ）‐《
4

《 ・)－《
1

（ ）－《 》
智

（ ）－《 》
香

（ 》－（
1

、
《 》－（

1

（ 》－《
4

（ ）－《
￥

《 ）＝《 ）
轡



（4）有期事業枝番号ｶード（適用事務様式30)

「有期事業基幹番号振出事業場名簿」に記載されている事業主から、有期事業に
関する「保険関係成立届」が提出された場合又は同事業主に関して下舗負人を事業
主とする認可がなされた場合において労働保険番号を振り出す際に、届等に基づき

作成すること。

したがって、下舗負人を事業主とする認可は労働局においてなされるので、申舗

書送付時に仮記載しておき、認可通知後に所要事項を記載すること。
なお、記載されている事業について、名称、所在地等の変更、事業の終了等があ

った場合、届等に基づき所要の補正等を行うこと。

＜有期事業枝番号振出カード＞

唖…鋤〕

“①一男…車一昏号を毘酎ろ。 ．

②……、…によるも。唖は”趣によるも．『その蜘韓の函嘩ける…ろ輯の材敏

により…る齢呼をいう．

“ﾛ

－41－

篭幹巷号

“号
事桑田の名称

事星酒所在地

本桑の

■園

成立年月日

繭…日

貢金麓
■樺定
方注

■負金画導

又は…

概拝保険料■

又は阿見込叡
■ 年

名辱

．
｜
》

｜
喰
叩

●●

錘
鏡

貫
団

その他

和 間
●

“

…
｜
箇
峠

●●

錘
涜

負
■

その位

名群

…
｜
凶
卵

●●

錘
田

黄 ．

鉛

その他

名廊

…
｜
■
・
》

●●

錘
繭

賃
■

その他

名弥

…
｜
域

●●

唾
飼

● ◆

貢
■

その他

益理番号



(S)労働保険適用事桑増台幅（有期事業) (適用事務様式31)
「有期事業基幹番号振出事業場名簿」に記載されていない事業主から有期事業に
関する腺険関係成立届』が提出された場合又は同事業主に関して下諸負人を事業
主とする認可がなされた場合の労働保険番号を振り出す際に､届等に基づき作成す
ること。

なお、下謂負人を事業主とする認可は労働局においてなされるので、申舗書送付
時に仮記載をし、罷可通知後に所要事項を記載すること。

また、記載されている事業について、名称、所在地等の変更、事業の終了等があ
った場合、届等に基づき所要の補正等を行うこと。

＜労働保険適用事業場台頓（有期事業）＞

適用露… 0

険適用事業場台帳(有期事桑）労働保

嘩回

？

●

－42－

労働保険番号

府県 獅 管傭 差幹番号 露号

適用事象場

名 灘 所在地

事 鍍 主

氏 名 住 厨

柵
剛 認 雷

露
顕

使用

労旬

箸蝕

● ● ● ●

● ● ● ①

● ● ● ●

● ● ● ■

、 ● ● ■

Ｑ
ロ

● ● ● ■

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ◆ ●



8

（6）一括有期事業開始届（徴収則様式第3号）

二以上の有期事業をまとめて一の事業とみなして保険関係を成立させる場合に、
当該事業の開始の日の属する月の翌月10日までに､所轄の監督署長に提出されるも
のである。

<一括有期事業開始届（建設の事業）＞

国
…3号傭6…》〔甲》 労働保険

＝括有期事業開始届(建設の事業）
■ ■

1 l i i ＃I ．

局艮昏号I 一

電“§【 - －
１
１…とあり 月中の事禽四位錘を届け逸掘

住厨
年 月 日 亭亀主 毘鵜仔印又は肝名

氏名 ④

睡人のとeはその名律及び代浅台の壁》労働錘監督署長殿

三画
8．串砿曾9鋒事蜜の名仲侶侵a圃負郵鑓健
鈩<ms9e厘酎ること・
2．社…巴四は、この呂嘩を幽爆
…した齢唖霊鐵ること。

駐画

唾09

－43－

野目保険魯号

品 配軍：
．
・
・
・
●
，

華 紐 画妙

事魯

○号
事密の名体 事禽届の所在的 砺翁予定用岡

母性打の氏名又は

名 件及ぴ生厨
圃負金田

年月 ロから

甲月 日倉で

円

年月 日渉ら

年月 日虫で

年月 ロから

甲月 ロまで

年月 日から

年月 日室で

年月 日から

年月 日室で

枚のうち 役目

啓
士
鹿
ａ
■

社
会
巴
欧
働

’
1 1選3匙



@

第3その他

1 下諸負人を事業主とする麗可申錆書（徴収則様式第4号） 。
（1）申鯖

数次の請負によって行われる事業（注文者から直接仕事を請け負った元繭負人が
その仕事の全部又は一部をさらに第三者（下舗負人）に謂け負わせる場合）につい

ては､元請負人のみを当該事業の事業主としている(徴収法第8条)｡しかしながら、
元請負人及び当骸下請負人が共同で､保険関係の成立の日の翌日から起算して･10日
以内に『下請負人を事業主とする認可申請割を労働局長に提出し、その認可を受．
けた場合、その下謂負人がその下請負事業の事業主となることを認めている。
ただし､やむを得ない理由（①天災､その他不可抗力により期限内に申謂書を提
出することができない場合、②請負方式の特殊事情から、事業開始前に下請負契約
が成立せず、したがって、期限内に申請書を提出することが困難であると認められ
る場合等）により、期限内に提出できなかったときは、期限後であっても提出する
ことができる。 （徴収法第8条第2項、徴収則第8条及び第9条）

|）事務処理

①下舗負人を事業主とする認可申請書の内容を審査したのち､事業の概要等を把握
の上､業種を記入し、 『労働保険適用事業場台鰻(有期事業)』又は「有期事業枝番
号振出カード」に記載の上、労働保険番号を仮付与すること。

、

(2）

②監督署は､送付書を作成し、申請書に併せて労働局に送付すること。なお、事業

主控を事業主に返送すること。

③労働局は、監督署から送付された申請者を後記（3）の開可基準により審査し、
認可決定を行うこと。

④認可した事業については､監督署において付与した労働保険番号を記載すること。

⑤事業主(元謂負人・下請負人）及び監督署に『下請負人を事業主とする認可申謂

について」により、認可通知を行うこと。 ．

⑥認可された事業に係る申請書をOCRに入力する。

e ■

⑦送信されたデータに誤りがある場合は､その内容をエラーとしてOCR画面に表

示されるので、データを修正してエラーを解消の上、再度送信すること。

⑧正常に登記した後、 「労働保険適用事業場リスト』を適宜出力し保管すること。

⑨上記⑤により通知を受けた監督署は、 「有期事業枝番号振出カード」にその旨を

記載すること。

（3）審査の留意点

①建設の事業であるか。

－45－



0

②下請負人の舗負に係る事業の概算保険料が160万円以上又は鯖負金額が1億
9,000万円以上である戯

③申請書が所定期限内に提出されているか。

なお､所定期限を過ぎて提出されたものについては､その遅れた理由を聴取する
か、理由害を添付させること。

2代理人選任・解任届（徴収則様式第23号〉
（1）届出

事業主は、労働保険に関する事務（労働保険料等の申告・納付及び保険関係成立
届等の提出等に関する事務）の全部又は一部をあらかじめ代理人を選任して処理さ
せることができることとされている。

この代理人を選任し若しくは解任したとき又は当骸選任に関する事項に変更が生

じたときは、その都度、 「代理人選任･解任届」を所轄の監督署長又は安定所長に提
出することとされている。 （徴収則第73条）

(2)･事務処理

①監督署は、送付書を作成し、届に併せて労働局に送付すること。

なお、事業主控を事業主又は事務組合に返送すること。

②届は、労働保険番号順等に整備・保管すること。

（3）審査の留意点

①同一企業内の代理人であるか

同一企業内の代理人であることが望ましいので、その旨指導すること。

②代理事項は包括的なものである恥

代理事項は包括的であることが望ましいので、その旨指導すること。

③有期事業では包括的な代理人であるか

’

－46－



＜労働保険代理人選任・解任届（徴収則様式第23号）＞

椴式第23号（第73条関舗

雪霧拠篭鑿代理人選任 ・ 解任届

園剛保険按職署関係届出事務等代…缶-解任届

ゆ

－ｰ■

●
◆
●
Ｏ
●
●
●
●
ｇ
◆
●
●
争
守
●
ｏ
Ｃ
Ｂ
ｅ
Ｃ
●
●
●
◆
●
。
●
●
Ｃ
Ｇ
●
●
●
■
■

務
士
里
唾
田

社
金
品
険
封

〔注麺
1 1
2 6

1田

－

”ぺき“のない楓には斜線逢引き、事項を遇択する甥合には餓当事項をOで囲むこと。
2⑥欄に憾事梁主の行うべき労働保険に関する”の全翻について処理される場合には、その旨を、事
業主の行うぺぎ事務の一部について処理される場合には､その範囲を具体的に記戟すること。
3選任代理人の威名．氏名、代理事項又は印鐙に変更があったときは、その旨を届け出ること。
4社会保険労務士鹿“賎この届香を準保険労垂が願威した場合のみ鹿職すること｡
Sこの霊感労働保険／と錘出金代理人選任･･解任届、労働識災諒倹保蹴睡人遅任・解任届及び．
雇用保率…関係届出事務等代理人選任･解任届を一括して混戦できるようになっているので、届香
崔作鐵ろ必要がない届名は､槙線を引雪抹涜すること・

画》

－47－

①

労働保
険番号

府県

X ×

量
I

”

X X

基幹番号

X × X X X X

枝番号 ② ．

肇晶驫篝
0 0 0 0 一 0 0 0 0 0 0 ー ◎

選任代理人 解任代理人

③職 名 澗跡嫉 人事奇長噛赫撫〕
④氏 名 ooQo XX ×〆

⑤生年月日
明

壷 0．年XX月、×又日
昭
夫
②
仏年0．月00日

⑥

代理事項》
《

趣'雲

⑦選任又は解
任の年月日
鰍〕毒年引 月3． 日 湖西年1 月3o 日

○選任代理人
が使用する

印 鑑

⑨．
選任又
は解任

蝋

所在地

名称

車獅XK区oox－x－メ

CO鶴鰄蝋
上配のとおり代理人を選任･解任したので届けま戎

蝋Z茸年'0月1 日

○○労働基準監督署長殿

雛…D

I

１１

&悶悶
日 。
'軒。 氏 名 ■暦日号

》
●
●
●
●
ワ
。
●
、
●
●
廿
甲
●
．
ｐ
℃
●
２

③



3継続事業一括申鯖害（徴収則様式第6号）
（1）申諸（新規囲可）

事業主が二以上の継続事業にかかる保険関係の全部又は一部を一の保険関係とし
・て取り扱う場合は、 「継続事業一括申請書」 （機式第5号）を、指定事業を管轄する
労働局に提出することとされている。 （徴収法第9条、徴収則10条）
指定事業とは、指定を受けることを希望する事業をいい、指定事業が保険関係の
事務を一括して行うこととなる。

（2）事務処理（新規麗可）

①監督署又は安定所は､｢継続事業一括申請調査書｣値用事務様式33)を作成し、
送付書により関係書類を労働局に送付すること。

なお、事業主控を事業主又は事務組合に返送すること。

②労働局は､監督署又は安定所より送付された申請書を後記（3）①から⑥の認可
基準により審査し、認可決定を行ったうえでOCR入力すること。

③事業主又は事務組合並びに所轄の監督署又は安定所に、職統事業一括認可等通

知劉又は「継統事業の一括認可申謂の件について侭知)」により、認可・不認
可の通知を行うこと。

④指定事業が他の事業を一括したことによって、増加概算保険料(102頁参照）の
0

申告を行うべきこととなった場合はも同申告を行わせ、保険料を納付させること。
●

⑤事務組合に事務処理を委託している事業が指定事業に指定された場合には､当該
事務組合の「委託事業主名鋤の末尾に決定通知の写しを綴じるとともに、同名簿

の当骸事業場の欄の備考欄に一括認可年月日、一括した事業場等を記載し､労働者

数欄を訂正すること。

⑥③により通知を受けた監督署又は安定所は､被一括事業となった事業で既に保険

関係が成立しているものについては、 「労働保険番号振出簿」又は「委能事業主名

簿」に認可年月日及び指定事業となった事業の労働保険番号を記載し、 「継続事業

一括」と表示すること。

（3）審査の留意点（新規浬可）
、①継続事業であるか。

②指定事業と指定事業に一括される事業（以下職一括事業」という｡）の事業主

が同一である力も

③それぞれの事業が、次のアからウまでのいずれかに該当するものである力も

ア労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

イ雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

ウー元適用事業であって、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成
立しているもの

－48－



④それぞれの事業が、 「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであるか｡
なお、上記③イの雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち、二元適用
事業についても、この要件を必要とする。

⑤指定事業において､被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金の明
細の把握ができている恥

⑥指定事業に労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有しているかb

⑦新たに被一括事業となった事業を管轄する労働局において、被一括事業に係る
「保険関係成立等確認リスト｣、 「労働保険番号振出簿j及び｢委託事業主名簿｣等
に、当該指定事業の名称､所在地､労働保険番号及び一括された年月日等所要事項
を記載するとともに、当該指定事業から申告書を提出させ､当骸事業に関して事業
消滅の処理を行うこと。

⑧継続事業の一括が認可されたときの労災保険率メリット制度の適用については、
徴収法第12条第3項に規定する保険成立年月日は、一括認可年月日ではなく、指
定事業の保険関係成立年月日とし､指定事業に一括された事業に係る一括認可以前
の保険料及び一括認可以前の事故に係る保険給付については､指定事業の収支率の

・算定基礎に加算しないこと。

（4）申錆（新規麗可以外）

次に掲げる場合においても、以下の申龍書、届を指定事業を管轄する労働局長に
提出することとされている。
①認可の取消しを受けようとする場合

②被一括事業を追加しようとする場合

③被一括事業の取消を受けようとする場合
・ ・ ・『継続事業一括申請書』 （徴収則犠式第5号）

④被一括事業の名称､所在地の変更の場合

・ ・ ・｢継続被一括事業名称・所在地変更届」 （徴収則様式第5号の2）

（5）事務処理（新規圏可以外）

①監督署又は安定所は、 「継続事業一括申舗鯛査勧（適用事務様式33）及び送付

書を作成し、申請害に併せて労働局に送付すること。
なお、事業主控を事業主又は事務組合に返送すること。

②労働局は､監督署又は安定所より送付された申請書を上記（3）①から⑥の認可
基準により審査し、認可決定を行ったうえでOCR入力すること。

③事業主又は事務組合並びに所轄の監督署又は安定所に、 『継続事業一括認可等通

知割により、認可・不認可の通知を行うこと。

④指定事業が他の事業を一括したことによって､増加概算保険料の申告を行うべき
こととなった場合は、同申告を行わせ、保険料を納付させること。

一鉛一
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⑤継続事業の一括に係る認可を取り消した場合は､被一括事業に係るものについて
は、各々保険関係を成立させ、概算保険料の申告・納付を行わせること。

⑥事務組合に事務処理を委詑している事業場が､新たに指定事業に指定された場合
には、当該事務組合の『委舵事業主名鋤の末尾に決定通知の写しを綴じるととも
に､同名簿の当該事業場の欄の備考欄に一括認可年月日、一括した事業場等を記載
し、労働者数欄を訂正すること。

（6）審査の留意点（新規露可以外）

継続事業一括申請の認可基準に該当しているかを砿認すること。

①指定事業についての名称､所在地等の変更の場合

「名称、所在地変更届』 （徴収則様式第2号）によって行われるので、継続事業
の一括の変更手続は不要とする。

②指定事業を被一括事業のうちし《ずれかに変更する場合

ア指定事業の変更が同一労働局所掌内において行われた場合

保険関係については継続させ、労働保険番号の変更を行うこと。ただし、指定

事業が同一監督署又は安定所管内の被一括事業に変更される場合は、労働保険番

号の変更を行わず、変更までの指定事業の保険関係を継続させること。

イ上記ア以外の場合

新たに指定事業となった事業について､保険関係を成立させ､概算保険料の申
告・納付を行わせること。指定事業でなくなった事業については、確定保険料の

申告を行わせ、保険関係を消滅させること。 ．

4名称、所在地等変更届（徴収則様式第2号）
（1）届出

次の事項に変更があった場合には､その変更のあった日の翌日から起算して10日

以内に「名称、所在地等変更届」を所轄の監督署長又は安定所長に提出することと

されている。
①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
②事業の名称及び事業場の所在地

③事業の種類

④事業の予定される期間

（徴収法第4条の2） ．

（2）事務処理

①変更事項を確認すること。

②事業主に変更があった場合は､その事業が実体的に継続しているか否かを確認す
ること。なお、事業が継続されていない場合には、変更前のものについては､確定

精算の手続をとり、変更後のものについては､新たに保険関係を成立させ概算保険
料の申告納付を行わせること。
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《様式第2号の記入例》
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③継続事業の所在地が他の都道府県に変更された場合の対応については、平成25
年1月11日付け事務連絡「次期労働保険適用徴収システムの事務処理について」
記の4に基づいて行うこと。

④事業の種類に変更があった場合には､事業の内容を確認し､確定保険料の申告の
際において、変更前と変更後とを剛Uして申告させ精算すること。

⑤概算保険料を延納している有期事業について､当該事業の予定期間に変更があっ
た場合は、延納回数の変更の要否を確認すること。

⑥変更後の労働保険番号、管轄（2）、保険関係等区分、業種、産業分類、特掲コ
ード、府県区分等の各必要項目を記入すること。

⑦継続事業については、 「労働保険番号振出簿｣又は｢委託事業主名簿｣、有期事業
については、 『有期事業枝番号振出カード」又は「労働保険適用事業場台帳（有期

事業)」に変更事項を記入すること。

⑧監督署又は安定所は､送付書を作成し､届に併せて労働局に送付すること｡なお、

事業主控を事業主又は凄務組合に返却すること。

⑨労働局は､監督署又は安定所より送付された届を審査の上､OCRに入力するこ

と。

⑩送信されたデータに誤りがある場合は､その内容をエラーとしてOCRの画面に
表示するので、データを修正してエラーを解消の上、再度送信すること。

⑪正常に登記された後､｢労働保険適用事業場リスト｣を適宜出力し保管すること。

⑫委能加入事業については、 「委託事業主名鋤に所要の補正等を行うこと。

グ

争

●
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5雇用保険印紙購入通帳交付・更新申鯖書(徴収則様式第9号）
（1）申鯖

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ幅用保険印紙

通帳交付・更新申賄書」を所轄安定所長に提出し、 「雇用保険印紙購入通帳」轍収
則様式第10号）の交付を受けることとされている。

また、 「雇用保険印紙購入通頓」を更新しようとするときは、毎年3月1日から3

月31日までの間に当該申鯖書を現在使用している「雇用保険印紙購入通蝮』ととも

に所轄安定所長に提出することとされている臘収則第42条)。

（2）事務処理

①新規交付については､下記（3）①の事業場の存在の確露を行うとともに、当該
申請書の内容を審査したのち、当該事業場に係る労働保険番号を当該申請書及び
「雇用保険印紙購入通根」に記戦するとともに「雇用保険印紙購入通帳交付台根」

に登記し、 「雇用保険印紙購入通帳」を事業主に交付すること。

②更新については、下記（3）②のチェックを行うとともに、当該申請害及び「旧
雇用保険印紙購入通帳」の内容を審査した上、 「雇用保険印紙購入申込書」に未使
用分がある場合には､当該申込書を切り離して廃棄処分とし､新たな有効期間の『雇
用保険印紙購入通帳」の交付をするとともに、 『旧雇用保険印紙購入通鰻』を事業
主に返戻すること。まだ安定所長は、 「雇用保険印紙購入通頓」の更新の状況を
速やかに歳入徴収官に書面により報告すること。

（3）審査の留意点．

①事業場が管轄区域内に存在するか確認すること。
営業許可書､公示契約書等の書類の確認及び実地調査等を行うことにより事業の
存在を砲認すること。

②帽用保険印紙販売・購入状況リストjを参照し、
ア事業規模に比して大量の印紙を購入していないか。
イ 「印紙保険料納付状況報告書j(徴収則様式第15号)が定期的に提出されてい
るか。

ウ印紙販売枚数と印紙購入枚数に相当の差異はないか。
等のチェックを行うこと。

（4）再交付の申鯖
事業主は、 「雇用保険印紙購入通帳」を滅失し､若しくはき損した場合又は幅用
保険印紙購入通帳」の「雇用保険印紙購入申込書」が無くなった場合であって、当
該保険年度中に印紙を購入しようとするときは、次の事項を記載した書面に「雇用
保険印紙購入通幌」を添付（｢雇用保険印紙購入通働を滅失した場合を除く｡）し
て所轄安定所長に提出することとされている（徴収則第42条)。
①事業主の氏名及び住所（法人の場合は、名称及び所在地）
②、労働保険番号

③雇用保険印紙購入通鰻の交付年月日
④再交付を申謂する理由
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《標式第9号の記入例》
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（5）再交付の事務処理
再交付申請書に係る書面の内容審査及び下記のチェックの後､幅用保険印紙購入

通働の交付事務に準じて再交付するものとするが、 「雇用保険印紙購入通帳交付台

鰻」の登記に当たっては、①備考欄に再交付の表示及び先に交付した「雇用保険印
紙購入通帳」の交付番号を記載し、②先に交付した「雇用保険印紙購入通鰻』に係
る備考欄には、再交付の理由及び再交付した幅用保険印紙購入通絢の交付番号
を記戦すること。

（6）再交付の審査、I再交付の審査の留意点
「雇用保険印紙販売・購入状況リスト」を参照し、

①事業規模に比して大量の印紙を購入していないかb
② 『印紙保険料納付状況報告書」が定期的に提出されているか。

e

③印紙販売枚数と印紙購入枚数に相当の差異はない醜
等のチェックを行うこと。

0

、
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6労働保険の未手続事業一掃対策
（1）趣旨・目的

労働保険の未手続事業一掃対策による適用促進については、労働保険制度の健全

な運営、費用負担の公平及び労働者の福祉の向上等の観点から重点的に取り組む必
要がある。

未手続事業の解消に当たっては、労働局、監督署及び安定所が緊密な連携の下に
効果的かつ効率的に取り組む必要がある｡また､労働保険の保険関係成立の手続(以
下「成立手続」という｡）は、事業主が自主的に行うことが原則であり、労働局、監

督署及び安定所並びに事務組合において､･事業主が自主的に成立手続を行うべく指
導を行うものであるが、再三の加入勧奨活動及び手続指導によっても、自主的に成
立手続をとらない事業主については、職権により成立手続を行い、労働保険料を認
定決定することとしている。

（2）未手続事業の把握

労働保険の適用促進を図るためには、未手続事業を的確に把握することが重要で

あるので、労働局適用主務課室は関係機関等から情報収集を行う等､未手続事業の
積極的な把握に努める。また、労働局内の他部課・監督署・安定所との連携を密に
して、未手続事業の情報が的確に把握できるよう努めること。

局内における未手綿事業の具体的な把握手法については、下記の①~③の手法等
により効果的に実施すること。

①労働局適用主務際室での取組による把握

ア本省より送付する労働保険の適用デｰﾀと厚生年金の適用デｰﾀの突合によ
り作成した「未手続事業リスト」 （以下「本省送付リスト」という｡）を活用し、

未手続事業の把握を行うこと。

イ管内事業主団体等が実施する会議へ出席すること等により団体の名簿を入手

し、未手続事業の把握に努めること。

ウ法務局に提出されている、法人登記申調書､商業登記申請書等を閲覧し、未手

続事業の把握を行うこと。

ェ職業別亀話帳と管内の労働保険適用データを突合し､通信調査等により未手続

事業の把握を行うこと。

オ労働基準行政情報システムの事業場リスト検索機能を用い､事業場基本情報と

労働保険の適用データを突合し、未手続事業の情報(事業場名、所在地、電話番

号、労働者数、事業の種類）の把握を行うこと。

②労働局内及び監督署・安定所との連携による把握

ア労働局適用主務課室は､総務部企画室､労働基準部､職業安定部儒給調整事
業部）及び雇用均等室に対して各種指導､相談、助成金、労働者派遣事業に係る

指導監督業務等により得られた未手続事業の情報を提供するよう依頼を行うこ
と。

また、職業安定部に対しては､特に私立学校教員への雇用保険の適用促進に係
る業務により、未手続事業の情報が得られた場合は、当該情報を労働局適用主務
課室に提供するよう依頼を行うこと。
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